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独身者の就労とケアに関する実態と
政策的対応

特集●シングルの生活とキャリア

本稿では，独身者（未婚者・離死別者）の就労とケアの実態を考察して，その課題を探っ
た。その上で，各課題に関連した政策的対応と政策立案過程を考察し，独身者をどの程度
視野に入れてきたのかといった点を考察した。その結果，独身者の抱える主な課題として，
①有配偶男性と比べて非正規労働者の比率が高く，生計維持が困難な者が多いこと，②親
と同居する未婚者やひとり親を中心に，仕事と育児・介護などのケアの両立が困難である
こと，③独身の短時間労働者が被用者保険に加入していないこと，といった課題があげら
れる。各課題に対する近年の主な政策的対応としては，①について，2007 年に改正パー
トタイム労働法が成立し，その後の数次の改正によって，非正規労働者と正規労働者の均
等・均衡待遇に向けた対策が採られてきたこと，②について，1990 年代半ばに育児・介
護休業法が成立し，その後の改正により，育児・介護休業，所定外労働・時間外労働の制
限，所定労働時間短縮の措置などを拡充してきたこと，③について，2016 年から短時間
労働者への被用者保険の適用拡大が始まったこと，を指摘した。これらの政策的対応の背
景としては，① 1990 年代のバブル経済崩壊以降，非正規労働者が増加したこと，② 2000
年代後半，貧困・格差が社会問題となり，正規労働者と非正規労働者の待遇格差の是正が
求められたこと，③ 1990 年代以降，少子化の進展が社会で認識されて対応が求められた
こと，といった点があげられる。夫婦で生計維持とケアの役割分担を行えない「独身者」
の課題はほとんど視野に入っておらず，むしろ「男性稼ぎ主モデル」の下で主たる生計維
持者であるはずの男性が非正規労働に従事することへの対応と，少子化への対応という側
面が強かったと考えられる。

―政策立案過程における独身者の位置づけ
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Ⅰ　は じ め に

　日本型雇用システムは，「男性稼ぎ主モデル」
が特徴といわれている。すなわち，夫が正規労働

者として働き，安定的な雇用と生活給込みの賃金
を得て，世帯の主たる生計維持者となる。そして
夫は，正規労働者として職務内容や労働時間や勤
務場所について制限のない労働を担う。一方，妻
は，専業主婦ないしは主婦パートとして，世帯内
の育児や介護などのケアを一手に引き受ける。こ
うした夫婦の役割分担によって，世帯の生計維持
とケアへの対応がなされてきた。そして男性稼ぎ
主モデルは，労働政策や社会保障政策などの諸制
度の前提になっている面が強い。
　ところで，有配偶者の多くは男性稼ぎ主モデル
を構成してきたと考えられるが，有配偶者数（15
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歳以上）は 1990 年から 2020 年にかけて 3.3％減
少した。その一方で，独身者数（同）は 14.9％増
加している 1）。
　そして，独身者は配偶者がいないので，男性稼
ぎ主モデルのように夫婦での役割分担を行えな
い。独身者自身が，主たる生計維持者となること
や，ケアの担い手となることが考えられる。しか
し，労働政策や社会保障政策などが男性稼ぎ主モ
デルを前提にするため，独身者は働き方やケアの
面において課題を抱えることになる。例えば，未
婚男性は有配偶男性に比べて非正規労働者の比率
が高いため，「主たる生計維持者」となることが
困難な場合が考えられる。また，配偶者と離死別
したひとり親の多くは，生計維持とケアの両方の
役割を担うが，男性稼ぎ主モデルを前提にした働
き方では両立が難しい。
　そこで本稿では，独身者の就労とケアの実態を
考察して，その課題を探る。その上で，課題に対
して採られてきた政策的対応を概観して，その政
策立案過程において，どの程度，独身者を視野に
入れてきたのかという点を考察する。
　本稿の構成としては，Ⅱで研究対象と枠組みを
示し，Ⅲで独身者の就業状況について考察する。
Ⅳでは，40 代と 50 代の中年未婚者と，ひとり親
世帯を取り上げて，独身者の就労とケアの実態と
課題を考える。Ⅴでは前節で示した課題への政策
的対応とその経緯を概観して，独身者がどの程度
視野に入れられてきたのかという点や今後の課題
を考察する。

Ⅱ　「独身者」の定義と分析の枠組み

１　「独身者」の定義

　本稿において，「独身者」とは，配偶者のいな
い人をいう。具体的には，①未婚者（生涯で一度
も結婚したことのない人），②離別者（妻又は夫と
離婚して再婚をしていない人），③死別者（妻又は
夫と死別して再婚をしていない人）を併せて，独身
者とする。なお，離別者と死別者を合わせて「離
死別者」と呼ぶ。これに対して，配偶者のいる人
を「有配偶者」とし，届出の有無に関係なく，現

在，妻又は夫のある人をいう。

２　先行研究と本稿の分析枠組み

　独身者に関する就業状況やワークライフバラン
スなどに関する先行研究をみると，主にシングル
マザーや独身女性を対象に研究がなされてきた。
　例えば，シングルマザーについて，大石（2018）
は，シングルマザーの労働時間は既婚マザーより
も長く，母親の労働時間が低収入の原因とはいえ
ないことを指摘する。また，パート・アルバイト
で働く場合は，シングルマザーと既婚マザーでは
ほとんど賃金差はないが，正社員として働くシン
グルマザーの時間当たり賃金は既婚マザーの賃金
よりも低いことを指摘する。
　また，末盛・小平・鈴木（2017）は，シングル
マザーの家庭領域から仕事領域に対するワーク・
ファミリー・コンフリクトの規定要因を分析し，
仕事の過剰や上司のサポートといった要因に加
え，貧困がシングルマザーのワーク・ファミ
リー・コンフリクトを高めることを指摘する。
　一方，独身女性については，永瀬（2013a）が，
40 代と 50 代の未婚女性について調査をし，友人
との交流の満足度は高く，余暇活動を楽しんでい
るものの，賃金水準や経済状況では厳しい状態に
ある者が少なくないこと，また親同居で生活を賄
う者も 5 割強ほどいて，将来の経済的見通しがも
ちにくい低所得者が多いことを指摘している。
　池田（2018）は，35～44 歳の非正規労働者につ
いて，シングル（独身）女性と有配偶女性を比較
して，シングル女性は有配偶女性に比べて家計が
苦しいと感じている者の割合が高いことや，シン
グル女性は仕事や生活の満足度も有配偶女性に比
べて低いことを指摘する。
　大風（2017）は，女性について配偶関係別の比
較をして，未婚女性は既婚女性や離死別女性に比
べて，実際の労働時間が長く労働の柔軟性が低い
ことや，未婚女性は既婚女性や離死別女性より
も，仕事と生活の両立に関する葛藤を抱えにくい
反面，仕事満足度が低いことなどを指摘する。
　以上のように，これまでシングルマザーや独身
女性を対象に研究がなされてきたが，男性を含め
た「独身者（未婚者・離死別者）」という切り口で
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行われた研究は少ない。
　そこで本稿では，男性を含めた独身者の就労や
ケアの実態について，未婚者と離死別者を区分し
て，有配偶者と比べていく。特に，中年未婚者と
ひとり親世帯を取り上げて，生計維持とケアをめ
ぐる課題を探る。そして，独身者の抱える課題に
対して採られた政策的対応の内容とその経緯を概
観して，独身者がどの程度視野に入れられたのか
を考察する。

Ⅲ　独身者の就業状況

１　独身の就業者数の変化

　まず，配偶関係別に 15 歳以上の就業者数の変
化をみていく。総務省『労働力調査』では，2006
年より配偶関係別の就業者数を公表している。そ
こで，2006 年と 2021 年の就業者数の変化をみる
と，この 15 年間で，独身の就業者数は男性で
1.10 倍，女性で 1.13 倍となった（表 1）。一方，
有配偶の就業者数をみると，男性では 0.94 倍に
減少しているのに対して，女性では 1.12 倍の増
加となっている。
　年齢階層別に独身就業者の増加状況をみると，

男女ともに 35 歳以上の年齢階層で増えている。
特に，男女ともに 45 歳以上の未婚の就業者数が
2 倍以上となっている。

２　独身者と有配偶者の就業状況の全体像

　次に，総務省『令和 3（2021）年労働力調査』
に基づいて，25～64 歳の独身者と有配偶者の就
業状況を比較する。なお，学生アルバイトの影響
を除去するために，15～24 歳の就業者を対象か
ら除いている。
　まず，就業者総数の配偶関係別の構成比（男女
合計）をみると，独身者 33.9％（未婚者 26.9％，離
死別者 7.0％），有配偶者 66.1％となっている。ま
た，配偶関係別に就業率を比較すると，未婚の男
女，離死別の男女ともに 8 割強の水準にある（表
2）。さらに，就業者に占める雇用者の比率をみる
と，どの配偶関係においても概ね 9 割前後の水準
であり，就業者のほとんどは雇用者となってい
る。そして，役員を除いた雇用者に占める正規雇
用者の比率をみると，いずれの配偶関係において
も男性の正規雇用者比率が女性よりも高い。
　男女別・配偶関係別に，正規雇用者比率を比べ
ると，男性で正規雇用者比率が高いのは，「有配
偶者＞離死別者＞未婚者」の順である。未婚男性

表 1　配偶関係別にみた就業者数の変化―2006年と 2021 年の比較

2006 年（万人） 2021 年（万人） 倍数（2021 年/2006 年）

独身 有配偶 独身 有配偶 独身 有配偶
未婚 離死別 未婚 離死別 未婚 離死別

男
　
　
性

15 歳以上 1,171 1,022 149 2,537 1,285 1,109 176 2,375 1.10 1.09 1.18 0.94
15～24 歳 266 265 1 22 263 263 0 13 0.99 0.99 0.00 0.59
25～34 歳 450 438 12 367 349 342 7 246 0.78 0.78 0.58 0.67
35～44 歳 214 187 27 591 227 205 22 501 1.06 1.10 0.81 0.85
45～54 歳 125 89 36 623 232 185 47 641 1.86 2.08 1.31 1.03
55～64 歳 84 39 45 650 133 85 48 521 1.58 2.18 1.07 0.80
65 歳以上 32 4 28 284 81 29 52 453 2.53 7.25 1.86 1.60

女
　
　
性

15 歳以上 1,066 765 301 1,572 1,200 850 350 1,760 1.13 1.11 1.16 1.12
15～24 歳 267 265 2 15 261 260 1 14 0.98 0.98 0.50 0.93
25～34 歳 355 328 27 215 284 269 15 211 0.80 0.82 0.56 0.98
35～44 歳 159 105 54 389 182 137 45 402 1.14 1.30 0.83 1.03
45～54 歳 105 39 66 461 210 120 90 516 2.00 3.08 1.36 1.12
55～64 歳 111 22 89 368 135 49 86 375 1.22 2.23 0.97 1.02
65 歳以上 69 6 63 124 128 15 113 242 1.86 2.50 1.79 1.95

注：1）倍数＝2021 年の数値/2006 年の数値
　　2）倍数の網掛け部分は，1.0 倍以上の箇所。太字は，2.0 倍以上の箇所。
　　3）2006 年は，総務省『労働力調査』において，男女別・配偶関係別に就業者数を把握できる最も古い年度。
出所：総務省『労働力調査』（基本集計）の 2021 年版と 2006 年版より，筆者作成。



No. 750/January 2023 7

論　文　独身者の就労とケアに関する実態と政策的対応

で正規雇用者比率が低いのは，正規雇用者ではな
いために，経済的に不安定で結婚することが困難
であることが推察される。
　一方，女性で正規雇用者比率の高い順に並べる
と，「未婚者＞離死別者＞有配偶者」となってい
る。同じ独身女性であっても，離死別女性の正規
雇用者比率は，未婚女性よりも約 19％ポイント
も低い水準である。
　なお，有配偶男性で正規雇用者比率が最も高
く，有配偶女性で正規雇用者比率が最も低いの
は，男性稼ぎ主モデルの反映と考えられる。

３　年齢階層別にみた独身者の就業状況

（1 ）年齢階層別にみた独身（未婚者，離死別者）
と有配偶の雇用者数

　次に，年齢階層別に独身（未婚者，離死別者）と
有配偶の雇用者数をみていく（図 1）。なお，各配
偶関係において正規雇用者と非正規雇用者を区分
している。
　まず，男性の独身雇用者数（雇用される未婚者
と離死別者の合計）をみると，20 代前半と 20 代
後半では各々 200 万人を超えているが，20 代後
半から 30 代後半にかけて大きく減少する。そし
て，30 代後半から 50 代前半にかけて，独身の雇
用者数は 90 万～107 万人の間で推移する。雇用
者全体に占める独身者の割合も，20 代後半まで
は 7 割以上であったが，30 代前半で 5 割弱に低
下し，30 代後半以降は約 2～3 割程度となる。
　独身の雇用者における未婚者と離死別者の比率
をみると，40 代後半まで独身雇用者の 8 割以上

を未婚者が占める。一方，離死別の雇用者は 30
代前半から増え始め，40 代前半～50 代後半の各
年齢階層に 10 万～20 万人程度となる。離死別者
では正規雇用者が大部分であり，非正規雇用に従
事する離死別者が増えるのは 60 代以降である。
　女性の年齢階層別の独身雇用者数の形状は，男
性と似ている。しかし，独身の雇用者数の急激な
減少は 20 代前半から始まる。また，離死別者の
増加も男性よりも早く，30 代後半には 20 万人弱
となり，40 代後半から 60 代前半まで 40 万人前
後で推移する。
　有配偶者をみると，男女で大きな違いがある。
男性では，20 代後半から 50 代後半までの男性有
配偶者の 9 割以上は正規雇用者であるのに対し
て，女性では，20 代後半から非正規雇用者が増
え，40 代後半がピークになる。

（2 ）年齢階層別・配偶関係別にみた非正規雇用
者比率

　次に，年齢階層別・配偶関係別に，雇用者（役
員を除く）に占める非正規雇用者比率をみていこ
う（図 2）。まず，有配偶の男女では，折れ線グラ
フの形状が大きく異なる。有配偶男性は，50 代
後半から非正規雇用者比率が上昇するが，25～54
歳は低位に安定している。一方，有配偶女性の非
正規雇用者比率は，25 歳以降，年齢が上昇する
につれて右肩上がりに高まる。
　そして，未婚男女と離死別男女の非正規雇用者
比率は，概ね有配偶男性と有配偶女性の非正規雇
用者比率の間に収まっている。35～54 歳の非正規

表 2　男女別・配偶関係別にみた 25～64歳人口の就業状況（2021 年）

未婚 離死別 有配偶
男性 女性 男性 女性 男性 女性

就業者数（万人） 817 574 124 236 1,909 1,504
就業者総数に占める構成比 15.8％ 11.1％  2.4％  4.6％ 37.0％ 29.1％
就業率 82.2％ 83.1％ 85.5％ 83.7％ 96.9％ 72.2％
就業者に占める雇用者比率 91.9％ 95.3％ 88.7％ 94.5％ 91.3％ 92.8％
役員を除く雇用者に占める正規雇用者の割合 77.8％ 68.5％ 81.0％ 49.8％ 91.1％ 41.5％
注：1）「25～64 歳人口」は，配偶関係不詳分を除き，「未婚」「離死別」「有配偶者」の合計とした。
　　2）「就業者」とは，従業者と休業者の合計をいい，雇用者と自営業主・家族従業者に分かれる。
　　3）「就業率」とは，各 25～64 歳人口に占める就業者の比率をいう。
　　4）「雇用者」とは，会社，団体，官公庁または自営業主などに雇われて給料・賃金を得ている者及び会社団体の役員をいう。
　　5）役員を除く雇用者については，勤め先での呼称により，「正規の職員・従業員」と「非正規の職員・従業員」に分けている。
出所：総務省『令和 3（2021）年労働力調査（基本集計）』第 I-4 表より，筆者作成。
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雇用者比率を高い順に並べると，「有配偶女性」
＞「離死別女性」＞「未婚女性」＞「未婚男性」＞

「離死別男性」＞「有配偶男性」となる。どの配偶
関係においても，女性の方が男性よりも非正規雇
用者比率が高い。
　ところで，独身者には「主たる生計維持者」と

しての役割を担う者も少なくないと考えられる。
しかし，実際上，独身者は有配偶男性に比べて非
正規雇用に従事する人の比率が高いので，こうし
た役割を担うことが困難な者が多いと推察され
る。具体的には，独身者の 35～54 歳の非正規雇
用者比率をみると，「離死別女性」約 45％，「未

注：1）雇用者は，役員を除く。
　　2）独身者＝未婚者＋離死別者
出所：総務省『令和 3（2021）年労働力調査』（基本調査第 I-4 表）により作成。

図 1　年齢階層別にみた独身（未婚と離死別）雇用者数と有配偶雇用者数
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婚女性」約 35％，「未婚男性」約 2 割，「離死別男
性」約 1 割となっている。
　男女別・配偶関係別に分けた上記の 6 つグルー
プの中で，育児の主たる担い手となる人が多いの
は，離死別女性と有配偶女性と考えられるが 2），
特に離死別女性の多くは，主たる生計維持者とし
ての役割も求められる。この点，離死別者におい
て，年齢上昇に伴って育児負担が軽減すれば，非
正規雇用から正規雇用に変わる人が増えてもおか
しくない。しかし，35～54 歳の離死別者の非正
規雇用者比率は 5 割弱で変わらない。これは，日
本の労働市場では，非正規雇用から正規雇用への
転換が難しいことがあろう。この点は，課題と考
えられる。
　なお，有配偶女性において非正規雇用者比率が
右肩上がりなのは，出産を機に離職した有配偶女
性が，育児負担が軽減した段階で非正規雇用とし
て働き始めるためと考えられる。一方，有配偶女
性の中にも正規雇用を望む人はいるので，いった
ん離職すると正規雇用者としての就職が難しい点
は，正規雇用を望む有配偶女性にとって課題とい
えよう。

Ⅳ　独身者の就労とケアに関連した課題

　では，独身者は就労とケアに関連して，どのよ
うな課題を抱えているのだろうか。以下では，①

独身者の生計維持とケアの両立が困難なこと，②
被用者保険に加入していない独身の短時間労働者
の増加，③育児・介護責任を担わない独身者への
業務負担の高まり，といった独身者の課題を考察
する。

１　独身者の生計維持とケアが困難なこと

　独身者の生計維持とケアの実態について，「40
代と 50 代の中年未婚者」と「ひとり親世帯」を
取り上げる。40 代と 50 代の中年未婚者を取り上
げるのは，40 代と 50 代は，世帯において生計維
持の中心者であることや，親の介護が始まる年齢
階層であると考えられるためである。一方，ひと
り親は生計維持と育児の二つの役割を一人で担っ
ていることが考えられるためである。

（1）40 代と 50 代の中年未婚者
　40 代と 50 代の中年未婚者の実態について，公
益財団法人年金シニアプラン総合研究機構「第 5
回独身者（40 代～60 代前半）の老後生活設計ニー
ズ調査」のデータを用いる。同調査は，全国の
40～64 歳の未婚の男女―結婚経験がなく，か
つ現在，異性と同棲をしていない人―を対象
に，2020 年 6 月 22 日～23 日に実施したインター
ネット調査である。回答者数は 2500 人である。
　筆者は，上記対象者のうち，40 代と 50 代の未
婚 者 2147 人 に つ い て， ① 単 身 男 性（n＝495）， 

注：役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員数の割合。
出所： 総務省統計局『令和 3（2021）年労働力調査（基本集計）』第 I-4 表より筆者作成。権丈（2019：64）を

参照。

図 2　男女別・配偶関係別にみた非正規雇用者比率（2021 年）
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②単身女性（n＝463），③親と同居する男性（親同
居男性，n＝585），④親と同居する女性（親同居女
性，n＝604）の 4 グループに区分して生活実態を
調査した 3）。以下では，「生計維持」と「ケア」
の面に着目する。
　まず，生計維持に関連して，中年未婚者の従業
上の地位をみると，正規労働者 44.2％，非正規労
働者 23.3％，無職 19.3％などとなっている（表 3）。
このうち，非正規労働者の比率を 4 グループで比
べると，親同居女性と単身女性で 3 割前後の高い
水準となっている。また，無職者の比率をみる
と，親同居女性と親同居男性で各々 2 割を超える
水準にある。
　次に，「本人が過去 1 年間に得た年収」につい
て 100 万円未満の比率をみると，中年未婚者全体
では 17.1％にのぼる。特に親同居女性では，本人
年収 100 万円未満が 26.3％，親同居男性では
19.8％と高い比率である。
　さらに，親と同居する中年未婚者に，世帯にお
ける「生計維持の中心者」を尋ねると，本人が生
計維持の中心者となっている人の割合は，親同居
男性 47.2％，親同居女性 24.7％である。逆に，親
が生計維持の中心者となっているのは，親同居男
性では 49.9％，親同居女性では 68.4％にのぼ
る 4）（藤森 2021b：58）。
　以上のように，中年未婚者では非正規労働者と

無職者の比率が各々 2 割前後の水準となってい
る。その中でも，親同居女性では非正規労働者の
比率が 3 割強，無職者が 2 割強の高い水準であ
る。また，生計維持の中心者をみても，親同居女
性の 7 割弱が，親が生計維持の中心者となってい
る。親同居女性では，自らの就労収入によって生
計を維持することが難しい人の比率が高いことが
窺える。
　次に，中年未婚者におけるケアの側面をみてい
く。現在家族に要介護者がいる人を含めて「親の
介護が必要になった場合に，主にどのような対処
をするか」を中年未婚者に尋ねると，「仕事をや
めて自分で介護」と回答した人 13.6％にのぼる

（藤森 2021b：62）。特に，親同居男性では 18.3％，
親同居女性では 15.9％と高い水準にある。
　また，先述の「従業上の地位」では，中年未婚
者の約 2 割が無職であった。そして無職の中年未
婚者に「無職の理由」を尋ねると，「親などの介
護で手を離せないから」という理由が 10.9％にの
ぼっている（藤森 2021b：60）。4 グループ別にみ
ると，親同居女性 20.3％，親同居男性 9.1％，単
身女性 4.3％，単身男性 2.5％となっていて，特に
親同居女性において，親の介護を理由に無職とな
る人の比率が高い。

表 3　40代と 50代の中年未婚者の従業上の地位と本人年収
（単位：％）

総数
単身男性 単身女性 親同居男性 親同居女性

従業上の地位

正規労働者 44.2 54.9 44.9 43.2 35.9
非正規労働者 23.3 14.5 28.9 17.8 31.5

自営業・家族従業員 6.1 6.9 3.5 10.4 3.1
自由業・内職 5.3 5.3 6.0 4.6 5.5

無職 19.3 16.2 15.1 20.7 23.7
その他 1.8 2.2 1.5 3.2 0.3

本人年収

100 万円以下 17.1 11.4 7.6 19.8 26.3
100 万～200 万円 12.0 8.1 13.2 9.9 16.1
200 万～300 万円 16.3 12.5 21.9 15.1 16.1
300 万～400 万円 14.9 12.3 20.1 15.7 12.4
400 万～500 万円 11.5 11.6 10.6 12.7 11.1
500 万～750 万円 17.2 23.2 15.0 19.4 11.9
750 万～1000 万円 5.6 9.0 6.0 4.7 3.6

1000 万円以上 5.4 12.0 5.5 2.8 2.6
出所：藤森（2021b）より，筆者作成。
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（2）ひとり親世帯
　次に，厚生労働省『平成 28（2016）年度全国ひ
とり親世帯等調査結果報告』に基づいて，ひとり
親世帯の「生計維持」と「ケア」の実態をみてい
く。なお，同調査において「ひとり親世帯」と
は，子どもは満 20 歳未満の未婚者であり，その
母親あるいは父親によって養育されている世帯を
いう。母子世帯と父子世帯に分けると，ひとり親
世帯の 86.8％を母子世帯が占めている。
　まず，生計維持の面から就業率をみると，母子
世帯，父子世帯ともに 8 割を超えている（表 4）。
ひとり親世帯になる前の就業率と比べると，母子
世帯では，一人親となった後に就業率が上昇し，
父子世帯では低下している。
　就業者について従業上の地位をみると，母子世
帯では正規労働者の比率が 44.2％，非正規労働者

（「パート・アルバイト等」と「派遣社員」の合計）
の比率が 48.4％になっている。ひとり親になる前
の従業上の地位と比べると，母子世帯では正規労
働者の比率が高まり，パート・アルバイト等の比

率は低下している。
　父子世帯をみると，正規労働者の比率が 68.2％
であり，母子世帯より約 24％ポイント高い。ま
た，父子世帯では非正規労働者の比率は 7.8％に
すぎず，母子世帯よりも約 40％ポイントも低い
水準にある。さらに，父子世帯では，自営業・家
族従事者の比率が 2 割を超えている。
　次に，シングルマザーの年間就労収入をみると
243 万円であり，シングルファーザー（420 万円）
の 6 割弱の水準になっている。同居親族を含む世
帯全員の収入をみると，母子世帯の世帯収入は年
間 348 万円になる。それでも左記の世帯収入は，
児童のいる世帯の平均所得の 49.2％にすぎない

（厚生労働省 2017：3）。
　一方，父子世帯では，平均年間就労収入 420 万
円，平均年間世帯収入 573 万円であり，母子世帯
よりも高い水準である。ただし，父子世帯の平均
世帯収入であっても，児童のいる世帯の平均所得
の 81.0％の水準である（厚生労働省 2017：3）。
　次に，ケアの側面を帰宅時間からみていこう。

表 4　ひとり親世帯の就業状況（2016 年）

母子世帯 父子世帯
世帯数（推計値） 132.2 万世帯 18.7 万世帯

就業率 81.8％（75.8％） 85.4％（95.8％）

就業者における
従業上の地位

正規労働者 44.2％（32.1％） 68.2％（71.9％）
パート・アルバイト等 43.8％（54.7％） 6.4％（4.6％）

派遣社員 4.6％（2.9％） 1.4％（1.5％）
自営業・家族従事者 3.9％（6.4％） 20.8％（17.5％）

その他 3.4％（3.7％） 3.1％（4.3％）
平均年間就労収入

［母又は父自身の就労収入］ 243 万円 420 万円

平均年間世帯収入
［同居親族を含む世帯全員の収入］ 348 万円 573 万円

子以外に同居者あり 38.7％ 55.6％

帰宅時間 正規労働者 パート・
アルバイト等 正規労働者 パート・

アルバイト等
18 時以前 19.9％ 49.6％ 19.1％ 40.9％
18～20 時 54.4％ 32.7％ 46.2％ 40.9％
20～22 時  9.4％  4.7％ 17.8％ 13.6％
22～24 時  1.2％  2.4％  3.4％ ―

深夜・早朝  0.5％  3.1％  1.3％  4.5％
一定でない 14.2％  6.5％ 11.9％ ―

不詳  0.4％  0.9％  0.4％ ―
注：1） 上記表における「ひとり親世帯」とは，子どもは満 20 歳未満の未婚者であり，その母親あるいは父親によって養

育されている世帯をいう。
　　2）「就業率」と「従業上の地位」における括弧内の数値は，一人親になる前の就業状況を示す。
　　3）従業上の地位の「その他」は「会社などの役員」と「その他」の合計。
出所：厚生労働省『平成 28（2016）年度 全国ひとり親世帯等調査の結果報告』により筆者作成。
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正規労働者として働くシングルマザーの帰宅時間
をみると，18 時以前の帰宅は 19.9％にすぎず，
18 時～20 時が 54.4％，20 時以降が 11.1％となっ
ている。一方，パート・アルバイト等として働く
シングルマザーでも，18 時以前の帰宅は 49.6％
にとどまる。20～24 時帰宅や深夜・早朝帰宅も
合わせると 10.2％にのぼる。パート・アルバイト
に従事しているにもかかわらず，20 時以降の帰
宅者の比率は，正規労働のシングルマザーとほぼ
同じ水準である。
　父子世帯をみると，正規労働者で 18 時以前の
帰宅が 2 割程度であることは母子世帯と変わらな
い。しかし，20 時以降の帰宅が 2 割強となって
いて，母子世帯の約 2 倍の比率である。父子世帯
では，母子世帯に比べて子以外の同居者の比率

（55.6％）が高いので，同居者の助けも借りながら
やりくりをしているものと推察される。
　以上のように，母子世帯では，就業率が 8 割を
超えているものの，その半分は非正規労働に従事
し，低所得者の比率が高い 5）。また，ケアに関し
てみると，母子・父子世帯のひとり親で，18 時
以前に帰宅する者が正規労働者では 2 割，パー
ト・アルバイト等でも 4～5 割の水準にとどまる。
子以外に同居人がいないひとり親は，「稼ぎ主」
と「育児」の 2 役をひとりで担うことが考えら
れ，経済的にもケアの面でも厳しい現実に直面し
ていることが推察される。

２　被用者保険に加入していない独身の短時間労
働者の増加

　前節でみた通り，独身者は，有配偶男性に比べ
て非正規労働者の比率が高い。そして，総務省

『労働力調査』によれば，非正規労働者の約 7 割
は短時間労働者である。
　ところで，自営業者・農業従事者等グループと
被用者グループでは加入する社会保険が異なって
いる。具体的には，公的年金では被用者保険とし
て厚生年金保険がある。被用者は，自ら生産手段
をもつ自営業者等と異なって定年があるので，高
齢期の防貧機能を強化する必要がある。そこで，
厚生年金保険では，保険料を労使折半で負担する
ことができ，給付も国民年金（基礎年金）に報酬
比例部分が上乗せされる。また医療では，被用者
保険として健康保険がある。健康保険では，傷病
手当金や出産手当金の支給が，法定給付として義
務付けられている。
　しかし，短時間労働者は被用者であるにもかか
わらず，その多くは自営業者等が加入する国民年
金や国民健康保険に加入している 6）。国民年金は
報酬比例部分の加算がなく，国民健康保険では傷
病手当金や出産手当金の給付が保険者に義務付け
られていない。
　これまで短時間労働者の多くは，正規労働者を
夫にもつ「主婦パート」と考えられてきた。主婦

表 5　男女別・年齢階層別にみた未婚の雇用者数とパート・アルバイト数
―2002 年と 2021 年の比較―

（単位：万人）

2002 年 2021 年
④/②
（倍）雇用者総数

（①）
パート・

アルバイト
（②）

パート・
アルバイト

比率（②/①）
雇用者総数

（③）
パート・

アルバイト
（④）

パート・
アルバイト
比率④/③

男性
25～34 歳 393 30  7.6％ 299 30 10.0％ 1.00
35～44 歳 125  7  5.6％ 175 17  9.7％ 2.43
45～54 歳  67  5  7.5％ 146 15 10.3％ 3.00

女性
25～34 歳 300 44 14.7％ 251 37 14.7％ 0.84
35～44 歳  66  9 13.6％ 124 24 19.4％ 2.67
45～54 歳  31  5 16.1％ 106 18 17.0％ 3.60

注：1）上記の「未婚者」は，未婚であり，かつ学生ではない人をいう。
　　2）パート・アルバイトは，勤め先での呼称による。
　　3）雇用者は，役員を除く。
　　4） 2002 年と比較をしたのは，総務省『労働力調査』では，男女別・年齢階層別・配偶関係別にパート・アルバイト数が公表

されているのは，2002 年が最も古いため。
出所： 総務省『令和 3 年労働力調査（詳細集計）』（第 I-A 表），同『平成 14 年労働力調査（特別集計）』（第 1 表）に基づき，筆者

作成。
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パートの多くは，国民年金第 3 号被保険者であ
り，高齢期に自らの基礎年金と夫の厚生年金（報
酬比例部分と基礎年金）を合わせれば，世帯全体
として貧困に陥ることを防止できる。
　しかし，1990 年代以降，未婚者としてパート・
アルバイトに従事する人が増加している。具体的
には，2002 年と 2021 年で未婚のパート・アルバ
イト数を比較すると，男女ともに「35～44 歳」

「45～54 歳」で約 2 倍以上増加している（表 5）。
また，先述の通り，就業するシングルマザーの
43.8％が「パート・アルバイト等」である。独身
者は短時間労働者の比率が高く，被用者保険に加
入していないことが考えられる。被用者保険に未
加入の独身者が，このまま高齢期を迎えると，貧
困に陥る人が急増する懸念がある。

３　育児・介護責任を担わない独身者への業務負
担の高まり

　正規労働者として働き，かつ育児・介護責任を
負わない独身者には，職場での業務負担が高まっ
ていることが指摘されている。この背景には，育
児・介護責任を担う人の中で，育児・介護休業や
時短制度を活用する人が増えてきたことがある。
育児・介護休業や時短制度の利用者の増加によっ
て対応しきれない業務が生じれば，その業務が育
児・介護責任を担わない独身の正規労働者の負荷
となっているとの指摘がみられる（吉田 2014：
123-133）。

Ⅴ 　独身者の抱える課題に対する政策的
対応とその経緯

　前節でみたように，独身者の抱える課題とし
て，①有配偶男性と比べて非正規労働者の比率が
高く，生計維持が困難になる者が多いこと，②親
と同居する未婚者やひとり親において家族の中で
ケアを要する場合に，仕事とケアの両立が困難で
あること，③独身の短時間労働者が被用者保険に
加入していないこと，④育児・介護責任を担わな
い独身者において，業務の負荷が高まっているこ
と，といった点が考えられる。
　では，これらの課題に対して，どのような政策

的対応がなされてきたのだろうか。また，関連す
る政策的対応がなされる過程では，独身者はどの
程度視野に入っていたのだろうか。以下では上記
の点について，政策的対応の内容と，導入の経
緯，今後の課題を考察する。

１　非正規労働者と正規労働者の均等・均衡待遇
について

（1）パートタイム・有期雇用労働法の内容
　2018 年に成立したパートタイム・有期雇用労
働法は，非正規労働者と正規労働者の待遇につい
て均等・均衡を図る措置を講ずることが規定され
ている。具体的には，①職務の内容（業務内容と
責任の程度）と，②職務の内容や配置の変更範囲

（人材活用の仕組みや運用など）が「通常の労働者 7）」
―いわゆる「正規労働者」―と同じと判断さ
れるパートタイム・有期雇用者は，基本給，賞
与，役職手当，教育訓練などのすべての待遇につ
いて，差別的に取り扱うことが禁止されている

（均等待遇，第 9 条）（厚生労働省 2022b：10-11）。
　また，すべてのパートタイム・有期雇用労働者
は，基本給，賞与その他の待遇について，通常の
労働者と職務内容，職務の内容や配置の変更範
囲，その他の事情（職務の成果，能力経験など）か
ら，待遇の性質や目的に照らして，不合理な待遇
格差が禁止されている（均衡待遇，第 8 条）。いか
なる待遇差が不合理かといった点は，「同一労働・
同一賃金ガイドライン（短時間・有期労働者及び派
遣労働者に対する不合理な待遇格差禁止等に関する
指針）」において，原則となる考え方や具体例が
示されている（厚生労働省 2022b：9）。同法は，
2021 年 4 月から中小企業にも適用され，全面施
行となっている。

（2）導入の経緯
　2018 年のパートタイム・有期雇用労働法は，
パートタイム労働法と有期雇用労働法が一緒に
なったものである。パートタイム労働法は 1993
年に成立したが，その後に数次の改正が行われ
た。特に，重要な改正は，2007 年改正と 2014 年
改正である。2007 年改正では，正規労働者と同視
すべきパートタイム労働者の要件として，①「職
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務内容（業務の内容と責任の程度）」が正規労働者
と同一であること，②「職務内容と配置の変更の
範囲（人材活用の仕組みや運用）」が正規労働者と
同一であること，③無期契約であること（期間の
定めのない労働契約を締結。反復更新を含む）」の 3
要件をあげた。そして，①～③を満たすパートタ
イム労働者については，正規労働者と同視すべき
であるので，正規労働者との間で均等待遇を図る
ように規定した。しかし，実際のところ，①～③
の要件を満たすパートタイム労働者はほとんどい
なかった 8）。
　そこで 2014 年改正では，「通常の労働者と同視
すべき短時間労働者」の 3 要件から，無期契約要
件を削除するとともに，すべてのパートタイム労
働者を対象に含めつつ「合理性」という基準で対
処した （濱口 2018：650）。2014 年改正は，2018
年改正の均等・均衡待遇につながっている 9）。
　では，2000 年代半ば以降，パートタイム労働
者の均等・均衡待遇に向けて動き出した背景には
どのような点があるか。1970 年代～80 年代にか
けては，正規労働者とパートタイム労働者の待遇
格差は大きな社会問題となっていなかった。なぜ
なら，当時のパートタイム労働者は，家計補助を
目的に働く主婦パートが主であったので，待遇格
差に対する意識は薄かったと考えられる。
　2000 年代半ばになると，貧困や格差が社会問
題となった。その背景には，1990 年代のバブル
経済崩壊以降，企業が新卒採用を絞り込んだた
め，多くの若者が就職できずに非正規労働者に
なったことがあげられる。特に，2005 年以降，
25～34 歳男性の非正規労働者比率が二桁を超え

る状況になった（表 6）。男性稼ぎ主モデルの下，
主たる生計維持者であるはずの若い男性で非正規
労働者が増えたことは，社会問題と認識される
きっかけになった。なお，女性においても，1990
年から 2005 年にかけて 25～34 歳の非正規労働者
比率が約 10％ポイント上昇している。中年女性
においても未婚化が進み，主たる生計維持者とし
て非正規労働に従事する未婚女性が増えているの
に，この点はあまり問題にされなかった。男女の
この違いは，「男性稼ぎ主モデル」の意識が根強
いためではないかと推察される。
　また，2008 年 9 月にリーマンショックが起き，
その年末には日比谷公園に「年越し派遣村」が開
設された。これも，非正規労働者の待遇について
世論の関心が高まった背景と考えられる。

（3）今後の課題
　独身者では，非正規労働者の比率が高く，自ら
の力で生計を維持することが難しい人の比率が高
い。今後，2018 年改正で示された「同一労働・
同一賃金ガイドライン」などを用いて，非正規労
働者と正規労働者の間で均等・均衡待遇を図って
いくことになろう。
　一方，均等・均衡待遇を図ることによって，ど
の程度の賃金格差が是正されるのかという点は，
定かではない。特に男性の正規労働者の賃金は，
50 代前半をピークにして，年齢や勤続年数に伴っ
て上昇していく年功賃金である（図 3）。このよう
な賃金カーブには，実質的に中高年期に負担が重
くなる子供の養育費や教育費，住宅費などを賄え
るように「生活給」が盛り込まれていると言われ

表 6　男女別・年齢階層別にみた雇用者に占める非正規労働者の割合の推移
（単位：％）

男　　性 女　　性
25-34 歳 35-44 歳 45-54 歳 25-34 歳 35-44 歳 45-54 歳

1990  3.2 3.3 4.3 28.2 49.7 44.8
1995  2.9 2.4 2.9 26.8 49.0 46.9
2000  5.7 3.8 4.2 32.0 53.3 52.0
2005 13.2 7.1 9.1 38.3 54.4 56.7
2010 13.3 8.2 7.9 41.6 51.1 58.0
2015 16.5 9.7 9.5 41.3 55.3 59.1
2022 14.6 8.6 7.4 30.4 47.5 53.4

注：1990-2000 年は 2 月の数値。 2005-2022 年は 1～3 月の平均値。
出所：総務省『労働力調査』により筆者作成。
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ている 10）。これは，男性稼ぎ主モデルを前提に
した賃金カーブであり，女性の正規労働者や非正
規労働者の賃金には，生活給は盛り込まれていな
い。
　確かに，「同一労働・同一賃金ガイドラインの
概要」には，正規労働者とパートタイム労働者・
有期雇用労働者の間で賃金の決定基準に違いがあ
る場合，将来の役割期待が異なるためといった主
観的抽象的説明では足りず，職務の内容・配置の
変更範囲，その他の事情の客観的・具体的な実態
に照らして，不合理なものは禁止されることが示
されている（厚生労働省 2022b：47）。しかし，上
記ガイドラインが男性の正規労働者に支払われて
きた生活給の扱いについてどのような効果をもつ
のか不明である。
　今後，検討すべきは，実質的に生活給によって
賄われてきた子どもの養育費や教育費，住宅費
を，社会保障制度などの公的制度で支えていくこ
とではないか。住宅や教育は市場経済の下で自立
した生活を送る基盤である。非正規労働に従事す
る独身者が増えている中では，こうした費用を，
社会保障制度などの公的制度で支えていく必要が
あろう 11）。

２　ワークライフバランス施策

　次に，ワークライフバランス施策をみていく。
ワークライフバランスに関連した制度としては，

1995 年に成立した育児・介護休業法があげられ
る。同法は，その後の改正を経て，制度の内容は
充実してきた。
　一方，労働法制だけでなく，内閣府において，
少子化対策や男女共同参画の流れからワークライ
フバランスが取り上げられている。以下では，育
児・介護休業法を中心にワークライフバランス施
策をみて，改正の経緯や今後の課題を概観してい
く。

（1）育児・介護休業法の内容
　育児・介護休業法は，子育てや介護など時間的
制約を抱えている時期の労働者の仕事と家庭の両
立支援を行う。同法の主な内容としては，①育
児・介護休業，②子の看護休暇及び介護休暇， 
③所定外労働・時間外労働の制限，④深夜残業の
制限，⑤所定労働時間短縮の措置，などがあげら
れる（厚生労働省 2022c：7-13）。
　例えば，育児休業では，原則子が 1 歳 6 カ月に
達する日まで休業取得が可能である。父母ともに
育児休業を取得する場合は，子が 1 歳 2 カ月に達
するまでの 1 年間の取得が可能となる（パパ・マ
マ育休プラス）。さらに，2022 年 10 月からは出産
直後に男性が取れる産後パパ育休も導入された。
一方，介護休業については，要介護状態にある対
象家族 1 人につき，通算 93 日までの休業を取得
でき，3 回まで分割することが可能である 12）。

図 3　正規労働者と非正規労働者の賃金カーブ（月額）

出所：厚生労働省『令和 3（2021）年賃金構造基本統計調査』により筆者作成。
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　また，所定外労働の制限については，3 歳に満
たない子を養育する労働者や，要介護状態にある
家族を介護する労働者が，所定外労働の制限を事
業主に請求した場合は，事業主は所定労働時間を
超えて労働させてはならない。同様に，時間外労
働の制限についても，小学校就学の始期に達する
までの子を養育する労働者や，要介護状態にある
対象家族を介護する労働者が時間外労働の制限を
事業主に請求した場合には，事業主は制限時間

（1 カ月 24 時間，1 年 150 時間）を超えて時間外労
働をさせてはならない。
　さらに，所定労働時間の短縮についても，3 歳
に満たない子を養育する労働者に関して，1 日の
所定労働時間を原則として 6 時間とする短時間勤
務制度を設けなければならないことが定められ
た。また，要介護状態にある対象家族を介護する
労働者に関して，事業主に所定労働時間短縮やフ
レックスタイム制度，始業・終業時刻繰上げ・繰
下げ等の措置を講じなければならないとする。

（2）導入の経緯
　1995 年の育児・介護休業法は，1991 年に成立
した育児休業法に，介護休業制度が加わって成立
したものである。過去からの経緯を概観すると，
1972 年の勤労婦人福祉法において，勤労婦人の
仕事と生活の調和を図るために，事業主に育児休
業の提供を努力義務とした。その後，1970 年代
後半の男女雇用機会均等法の成立過程において，
育児休業は男女にかかわらず取得すべきという議
論があった。しかし，使用者側は，「代替要員の
確保，要員計画上の困難性，能力低下，コスト
増，女性の雇用回避等の問題があり，特に中小企
業では対応が困難である」として，一律法制化に
は反対した。この結果，1985 年に成立した男女
雇用機会均等法においても，育児休業は女性労働
者のみを対象とし，事業主の努力義務として制定
された。1987 年に 4 野党が育児休業の法制化に
向けた法案を提出したが，実質審議は行われな
かった（濱口 2018：825-827, 831）。
　しかし，1991 年に成立した育児休業法では，
男女の労働者に 1 年間の育児休業を認めることを
事業主の義務とした。この法案が成立した背景と

して，第一に，当時の政治状況の変化があげられ
る。1989 年の参議院選挙で野党が過半数を取り，

「ねじれ国会」となり，参議院が主導して同法案
が可決した。第二に，少子化が社会問題となった
点である。1989 年の合計特殊出生率が 1.57 とな
り，「1.57 ショック」が報道された。1990 年には
1.53 に低下して，出生率の向上が求められた（濱
口 2018：832；権丈・権丈 2022：161）。
　そして，2000 年代に入ると，少子化対策や男
女共同参画などを背景に，ワークライフバランス
が議論された。2007 年に経済財政諮問会議，男
女共同参画会議などで仕事と生活の調和の実現に
向けた提言がなされ，2007 年 12 月に，経済界，
労働界，有識者などからなる「仕事と生活の調和
推進官民トップ会議」において，「ワークライフ
バランス憲章」と「行動指針」が策定された。
　行動指針では，「年次有給休暇の取得率」や

「短時間勤務を選択できる事業所割合」など 13 項
目について数値目標を設定し，2020 年における
数値目標の達成を目指した。2020 年の達成状況
をみると，13 項目中 4 項目が「達成」「ほぼ達成」
となった 13）。

（3）今後の課題
　以上のように，育児・介護休業法は数次の改正
を重ねて充実してきた。また，ワークライフバラ
ンスの行動指針で掲げた数値目標の達成状況をみ
ると，達成した項目は少ないものの，ほとんどの
項目で以前よりも数値が改善している。しかし，
先述の通り，母子及び父子世帯では帰宅時間が
18 時前の比率は，正規労働者で約 2 割，パート・
アルバイト等で 4～5 割の水準にとどまっている。
これは，依然として長時間残業を担う男性正規労
働者の働き方が「標準形」になっているためであ
ろう。今後の課題としては下記の点があげられ
る。
　第一に，時間外労働（残業時間）の上限規制の
検討である。2018 年 6 月に働き方改革関連法が
成立し，労働基準法上初めて，時間外労働（残業
時間）の上限規制が設定された 14）。しかし，この
上限は労災保険の過労死認定基準の労働時間であ
る（厚生労働省 2020：6）。今後，仕事と生活のバ
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ランスを取れる程度の残業時間規制の導入につい
て議論をしていく必要があろう。
　欧州をみると，EU 労働時間指令の中で，週の
最長労働時間は，時間外労働を含め 48 時間であ
ることが定められている。労働時間規制が土台に
なって，その上に育児・介護を要する人への措置
が定められている 15）。
　日本において，これまで労働時間規制が導入さ
れてこなかったのは，時間外・休日労働の弾力的
運用が，正規労働者の雇用維持機能を果たしてき
た 面 が あ っ た と 考 え ら れ る（ 濱 口 2018：521, 
539）。しかし，共働きの増加や労働移動も増える
など社会経済環境は変化している。また，配偶者
との間で仕事とケアの役割分担を行えない独身者
も増えている。さらに，生産年齢人口が減少する
中，育児や介護を含めさまざまな事情を抱える人
が，その人にあった労働時間で労働市場に参加で
きることが重要になっている。男性稼ぎ主モデル
を前提にした雇用維持機能をどこまで重視してい
くかは，残業時間規制との関係で議論をしていく
必要がある。
　第二に，非正規労働者の育児・介護休業の利用
が正規労働者に比べて低い点だ。独身者は非正規
労働者の比率が高いので，非正規労働者も利用で
きる制度に改善していく必要がある。ちなみに，
2015～2019 年にかけて第一子の妊娠が分かった
時に就業していた妻について，育休を利用して就
業継続した人の比率をみると，正規労働者は
74.7％なのに，非正規労働者（パート・派遣）は
23.4％にとどまっている（国立社会保障・人口問題
研究所 2022：68）。
　第三に，男性において育児・介護休業の利用が
低迷しており，取得しやすい制度となるように一
層の改善が求められる。例えば，2021 年度の育
児休業取得率をみると，女性は 85.1％なのに対し
て，男性は 14.0％であった（厚生労働省 2022d：
22）。独身男性では，中年未婚の親同居男性やシ
ングルファーザーを中心に親の介護や育児などを
抱える人が少なくない。一層の改善が必要であ
る。

３　短時間労働者への被用者保険の適用拡大

（1 ）被用者保険の適用拡大の内容
　短時間労働者は，1980 年の厚生省や社会保険
庁の課長クラスの内翰によって，厚生年金保険や
健康保険の適用から除外された 16）。その後，長
らく適用除外のままであったが，2012 年の年金
改正によって，短時間労働者への被用者保険の適
用拡大が決定した。短時間労働者に被用者保険が
適用される要件としては，①週の所定労働時間が
20 時間以上であること，②賃金が月額 8.8 万円

（年収 106 万円）以上であること，③勤務期間が 1
年以上見込まれること，④学生でないこと，⑤企
業規模が 501 人以上の企業であること，の 5 点が
ある。同法が施行となったのは，同法成立から 4
年後の 2016 年である。
　その後，2020 年改正によって，「従業員 501 人
以上の企業等であること」という企業規模要件
は，2022 年 10 月から「101 人以上」，2024 年 10
月からは「51 人以上」の事業所に広げることに
なった。また，勤務期間要件も，「1 年以上」か
ら「勤務期間 2 カ月超」に短縮した。
　2016 年の適用拡大は，「主たる生計維持者」と
して短時間労働に従事する未婚者や離死別者の労
働時間の延長を促し，高齢期の防貧機能の強化に
つながったと考えられる。労働政策研究・研修機
構（2018：71, 219）が適用拡大後に短時間労働者
に行ったアンケート調査によれば，「働くのをや
めると日々の生活が維持できない」と回答した人
は，有配偶者（26.8％）に比べて，未婚者（52.7％）
や離死別者（66.7％）において高かった。これら
の人々は主たる生計維持者と考えられる。さら
に，「適用拡大によって働き方が変化した」と回
答した人に「どのように働き方が変化したのか」
を尋ねると，「所定労働時間を延長した」人の比
率は，未婚者（71.4％），離死別者（58.8％），有配
偶者（53.3％）となっている。一方，「所定労働時
間を短縮した」人の比率は，未婚者（11.4％），離
死別者（20.6％），有配偶者（35.3％）であった。
適用拡大によって，短時間労働に従事する未婚者
や離死別者は，労働時間を延ばして，厚生年金に
加入する人が増えたと考えられる。



日本労働研究雑誌18

（2）導入の経緯 17）

　短時間労働者は 1970 年代後半から増加を続け
ていたにもかかわらず，適用拡大が初めて問題に
されたのは，厚生省の年金審議会が提出した
1998 年の意見書と言われている（濱口 2020：87）。
この背景には，1970 年代から 90 年代初めまでは，
短時間労働者の多くは主婦パートや学生アルバイ
トであり，家計補助のために働く人と認識されて
いたことがある。しかし，1990 年代以降，主た
る生計維持者として短時間労働に従事する人が増
加した。これが，2000 年代に短時間労働者への
厚生年金保険の適用拡大が行われた背景と考えら
れる（永瀬 2013b：173；濱口 2020：32）。
　2004 年改正時には，厚生年金の適用拡大に関
する意見や改革案が政府与党間で議論された。し
かし，外食産業や流通業界の反対を受けて，2004
年の与党合意は先送りとなった。2007 年改正で
も適用拡大が提案されたが，最終的に衆議院解散
に伴い廃案となった。
　民主党政権下の 2012 年改正において，社会保
障と税の一体改革の一環として，適用拡大を内容
とする法案が提出され，国会での修正を経ながら
可決された。
　なお，2016 年に新たに適用拡大をした企業に
その理由を尋ねると，「短時間労働者自身が希望
したから」が 78.2％で最も高いが，「短時間労働
者の処遇を改善し，人材の確保定着を図りたいか
ら」45.4％，「適用を回避すると業務に支障が出
るから（短時間労働者の離職等につながる）」39.6％
となっている（労働政策研究・研修機構 2018：180, 
183）。一方，企業が年金保険料負担を回避しよう
とする理由として，「短時間労働者自身が希望し
ていないから」が 91.6％と最も高いが，「総額人
件費の増加につながるから」は 18.5％であり，意
外に低かった。労働市場のひっ迫から，企業は

「人材の確保・定着」や「離職防止」を重視する
ようになったと考えられる。

（3）今後の課題
　2020 年改正によって適用拡大はさらに進めら
れたが，新規適用対象者をみると約 70 万人であ
る。これは，厚生年金保険に加入していない短時

間労働者の約 17％にとどまる。高齢期の貧困予
防には，被用者の雇用形態にかかわらず厚生年金
が適用されることが必要である。今後，企業規模
要件の撤廃などして，被用者保険の適用拡大を更
に広げていく必要がある。

４　育児・介護責任を担わない独身者への業務負
担の高まり

　育児・介護責任を担う同僚が休業や所定労働時
間短縮措置などを活用する場合，その分，育児・
介護責任を担わない独身者の業務負荷が高まると
いう課題がある。これは，ミクロ的には経営課題
であり，マクロ的には制度上の課題と考えられ
る。
　前者については，経営者は社内に「お互い様」
の意識を醸成しつつも，育児・介護責任を担わな
い正規労働者に過重な負担がかからないように，
代替要員を確保することが必要であろう。特に，
育児休業・介護休業の取得者には，雇用保険制度
から従前賃金の 7 割弱の給付がなされている。そ
の間，企業は賃金負担が減少するので，財政的に
は代替要員確保の余地はある。
　後者については，日本型雇用システムでは，時
間無限定な正社員の残業時間によって業務量の調
整が行われてきた。しかし，育児や介護などを抱
えて労働時間に制限のある正社員が増える中で
は，その調整も難しくなっていくことが考えられ
る。先述の通り，無限定正社員においても，仕事
と生活の両立ができる程度に，残業時間に制限を
設けることが必要と考える。それによって，企業
では業務量に見合った増員を検討していくことに
なろう。

Ⅵ　お わ り に

　本稿では，独身者（未婚者・離死別者）の就労
とケアの実態を中心に考察して，その課題を探っ
た。その上で，各課題への政策的対応と政策立案
過程を考察し，独身者をどの程度視野に入れてき
たのかという点や今後の課題を考察した。
　独身者の抱える主な課題として，①有配偶男性
と比べて非正規労働者の比率が高く，生計維持が
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論　文　独身者の就労とケアに関する実態と政策的対応

 1）総務省『国勢調査（時系列データ）』による。15 歳以上人口
に占める独身者の構成比も，1990 年の 37.5％から 2020 年には
41.7％に高まった。

 2）未婚女性，未婚男性は子どものいない人がほとんどと考えら
れ，離死別男性においては，子どもがいた場合，子どもは母親
と同居するケースが多いと考えられる。

 3）藤森（2021b：52-76）に基づく。筆者は，年金シニアプラ
ン総合研究機構の「第 5 回独身者（40 代～60 代前半）の老後
生活設計ニーズ調査委員会」に委員として参加した。

 4）なお，単身世帯の場合，親などから仕送りを受けない限り，
本人が生計維持の中心者と考えられる。

 5）ひとり親世帯の相対的貧困率は 48.1％にのぼり，全世帯の貧
困率 15.4％と比べて極めて高い水準である（内閣府 2022：
29）。ちなみに，日本のひとり親世帯の相対的貧困率は，OECD 
35 カ国中 2 番目に高い（内閣府 2020：139）。

 6）2020 年の国民年金第 1 号被保険者の就業状況をみると，
「パート・アルバイト・臨時」が 32.6％を占めている（厚生労
働省 2022a：9）。「常用雇用者」も 6.3％いるので，第 1 号被保
険者の 38.9％が被用者となっている。

 7）「通常の労働者」とは，正規型の労働者及び期間の定めのな
い労働契約を締結しているフルタイム労働者（無期雇用フルタ
イム労働者）をいう（厚生労働省 2022b：2）。

 8）正規労働者とパート労働者の両方を雇用している事業所にお
いて，パートタイム労働者を 100％とすると，そのうち正規労
働者と職務が同じパートタイム労働者は 8.1％（要件①を充足），
このうち人事異動の有無や範囲等が正規労働者と同じパートタ
イム労働者は 2.1％（要件①と②を充足），さらにこのうち無期
労働契約を締結している（実質無期を含む）パートタイム労働
者は 1.3％（要件①と②と③を充足）であった（厚生労働省

「パートタイム総合実態調査」2011 年，表 16-2）。
 9）なお，2016 年 2 月の一億総活躍会議で「同一労働・同一賃

金」の導入が議論になった。「同一労働・同一賃金」とは，同
一又は同等の職務内容であれば同一賃金を払うことを原則とす
る。しかし，正規労働者と非正規労働者では賃金の決定方式が
異なるので，日本の雇用システムでは実現可能性に乏しいとい
う見方が専門家の間で広がった。その後，「同一労働・同一賃
金」は実現可能性が乏しいことが認識され，従来の均等・均衡
処遇の議論に戻った（権丈・権丈 2022：45-48）。

10）なお，「年功賃金」の考え方には，さまざまな説がある。筆
者は，年功賃金には労働者の生活費を賄う「生活給」が組み込
まれているという説が有力と考えている。戦後の賃金体系の原
形となったのは，1946 年に日本電気産業労働組合協議会が作
成した「電産型賃金体系」である。それは「本人の年齢と扶養
家族数に応じて生活保障給を定め，これに能力給や勤続給を加
味した典型的な年功賃金制度」であったという（濱口 2015：
81-83）。

 これに対して，勤続年数が長くなれば，教育や訓練によって
「職務遂行能力」が高まるため，賃金は上昇するという説もあ
る。しかし，日本では欧米と異なって，配置転換があるなど

困難な者が多いこと，②親と同居する未婚者やひ
とり親を中心に，仕事と育児・介護などのケアの
両立が困難であること，③独身の短時間労働者が
被用者保険に未加入であること，といった点があ
げられる。
　各課題に対する近年の主な政策的対応として
は，①について，2007 年に改正パートタイム労
働法が成立し，その後の数次の改正によって，非
正規労働者と正規労働者の均等・均衡待遇に向け
た対策が採られてきたこと，②について，1990
年代半ばに育児・介護休業法が成立し，その後の
改正により，育児・介護休業，所定外労働・時間
外労働の制限，所定労働時間短縮の措置などを拡
充してきたこと，③について，2016 年から短時
間労働者への被用者保険の適用拡大が始まったこ
と，を指摘した。
　これらの政策的対応の背景としては，① 1990
年代のバブル経済崩壊以降，非正規労働者が増加
したこと，② 2000 年代後半，貧困・格差が社会
問題となり，正規労働と非正規労働の待遇格差の
是正が求められたこと，③ 1990 年代以降，少子
化の進展が社会で認識されて対応を求められたこ
と，といった点があげられる。夫婦で生計維持と
ケアの役割分担を行えない「独身者」の課題はほ
とんど視野に入っておらず，むしろ「男性稼ぎ主
モデル」の下で主たる生計維持者であるはずの男
性が非正規労働に従事することへの対応と，少子
化への対応という側面が強かったと考えられる。
　今後の課題としては，独身者が「主たる生計維
持者」として生活していくには，正規労働者と非
正規労働者の均等・均衡待遇を進めるとともに，
男性正規労働者の「生活給」によって賄われてき
た子供の養育費や教育費，住宅費について，社会
保障制度などの公的制度で支えていくことを検討
すべきであろう。また，独身者のワークライフバ
ランスを向上させるためには，非正規労働者や男
性も育児・介護休業制度を活用しやすい制度にす
るとともに，仕事と生活のバランスがとれる程度
に時間外労働（残業時間）を規制する議論を進め
ていく必要があろう。さらに，短時間労働に従事
する独身者が被用者保険に加入していないという
課題については，適用拡大における企業規模要件

を撤廃していくなどして被用者保険の適用拡大を
一層進める必要がある。
　これまで「男性稼ぎ主モデル」を前提に，労働
政策や社会保障政策が考えられてきたが，独身者

（未婚者・離死別者）が増加する中では弊害が大き
くなっている。時代環境が大きく変化する中で
は，それに合わせた制度改革が求められる。
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「職務」が限定されず，また職務ごとの企業横断的な賃金基準
もない。職務と賃金が結びついていないので，「職務遂行能力」
を客観的に見ることが難しく，後付けの説明になりがちだと考
えられる。

11）教育費や住宅費については，公的支援の拡充の動きがみられ
る。例えば，教育費では，2022 年 4 月から「高等教育の就学
支援新制度」などが始まり，経済的に困難な学生等に授業料等
の減免や給付型奨学金が付与されている。住まいの面では，全
世代型社会保障構築会議（2022：4）に，「……住まいをいか
に確保するかは老齢期を含む生活の維持にとっても大きな課題
となるため，制度的な対応も含め検討していくことが求められ
る」と記載されている。

12）休業中の経済的援助についても，育児休業の最初の 6 カ月間
は休業前賃金の 67％，残りの期間は 50％支給される。介護休
業については，1 支給期間を原則 30 日（3 回まで）として，
休業前賃金の 67％を支給する。

13）「達成」「ほぼ達成」となった 4 項目は，「週労働時間 60 時
間以上の雇用者割合」「認可保育所定員数」「放課後児童クラブ
収容児童数」「就業率」である（仕事と生活の調和連携推進・
評価部会／仕事と生活の調和関係省庁連携推進会議 2021：14）。

14）法律による残業時間の上限は，原則，月 45 時間・年 360 時
間であり，臨時的な特別の事情がなければこれを超えることは
できない。そして，臨時的な特別の事情があって労使が 36 協
定で合意する場合でも，年 720 時間，複数月平均 80 時間（休
日労働を含む），月 100 時間（休日労働を含む）を超えること
はできないとして上限が設定された（改正労基法 36 条，改正
労基則 16 条等）。

15）濱口（2015：230-234）は，一定時間以上働かせてはならな
いという労働時間規制を「第一次ワークライフバランス」，育
児や介護のための短時間勤務や時間外労働の免除など特別な状
況に対応するための労働時間の柔軟性を「第二次ワークライフ
バランス」とする。そして，欧州では，「第一次ワークライフ
バランス」の確保を前提にして，「第二次ワークライフバラン
ス」が整備されているという。これに対して日本では，第二次
ワークライフバランスは欧州と遜色がないくらい充実している
が，「その基盤となるはずの第一次ワークライフバランスが空
洞化している」ことを指摘する（濱口 2015：234）。

16）1980 年の内翰の中で，「通常の就労者の所定労働時間及び所
定労働日数の概ね 4 分の 3 以上である就労者については，原則
として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱う」
という基準が設定された（雇用と年金に関する研究会：2002；
濱口 2020：26-27）。

17）藤森（2021a：52-56）参照。
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